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各 位 

会 社 名 大村紙業株式会社 

代表者名 代表取締役社長 牧山 光人 

(コード番号：3953 東証スタンダード市場） 

問合せ先 専務取締役管理本部長 八巻 和彦 

 （TEL 0467-52-1032） 

 

支配株主等に関する事項について 

 

当社の支配株主等に関する事項は、以下のとおりとなりますので、お知らせいたします。 

 

１．親会社、支配株主（親会社を除く。）、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社の商号等 

 

（2026年３月 31日現在） 

名称 属性 

議決権所有割合（％） 発行する株券等が上

場されている金融商

品取引所等 

直接 

所有分 

合算 

対象分 
計 

サンオオムラ株式会社 その他の関係会社 30.54 － 30.54 ― 

（注）１．「議決権所有割合」は、2026年３月 31日現在の総株主の議決権の数（35,562個）を基

準として算出しております。 

（注）２．「議決権所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 

 

２．親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 

当社グループは当社（大村紙業株式会社）とサンオオムラ株式会社から構成されており、事業に

係る位置づけは次のとおりであります。 

紙器、梱包資材等の製造販売──────────当社 

損害保険の代理店───────────────サンオオムラ株式会社 

   事業の系統図は、次のとおりであります。 

 

 

当社 サンオオムラ株式会社 

 
 
 

損害保険の取引  

（役員の兼務状況） 

        該当事項なし 

   （出向者の受入れ状況） 

該当事項なし 

   以上のとおり、当社とサンオオムラ株式会社は、損害保険の取引のみであり、事業活動における

事業上の制約はございません。 

 

 

 

 



 

 

３．支配株主等との取引に関する事項 

   サンオオムラ株式会社との取引事項については、下記のとおりです。 

 
親会社及び法人主要株主等 
2026年 3月期(2025年 4月 1日～2026年 3月 31日) 

種類 会社等の名称 

資本金又は

出資金 

(千 円) 

事業の内容又は

職業 

関連当事者

との関係 
取引の内容 

取引金額 

(千 円) 
科目 

期末残高 

(千 円) 

法人主要 

株主 
サンオオムラ株式会社 218,000  保険代理業他 

損害保険 

の取引 

損害保険 

料の支払 
33,966 

前払費用 210 

未払金 1,659 

（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等 
取引金額等については、保険会社との契約に基づいております。 

（注）２．取引金額及び期末残高に消費税等は含まれておりません。 
 

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 

   支配株主及びその所有する会社と取引を行う場合は、市場価格を勘案して決定し、公正かつ適正

な取引関係を維持することを基本方針とし、少数株主の利益を害することのないように対応してお

ります。 

 

５．親会社等の将来的な企業グループにおける位置付けその他親会社等との関係 

   将来的な企業グループにおける位置付けその他親会社等との関係に変更の予定はありません。 

 

６．その他 

2025年 6月 23 日に適時開示しております「主要株主及び支配株主等の異動に関するお知らせ」

に記載のとおり、当社の創業者である大村日出雄氏は、2025 年６月 18日に逝去したため、主要株

主及び支配株主等に該当しないこととなりましたが、相続手続が未了のため 2026年 3月 31日現在

の株主名簿においては、大村日出雄氏の議決権所有割合（直接所有分）は 10.57％であります。こ

れに、大村日出雄及びその近親者が議決権 100%を保有しているサンオオムラ株式会社及び大村日

出雄の近親者の持分（合算対象分）40.43％を加えた議決権割合は、51.00％であります。 

当社と大村日出雄氏との間の取引は以下のとおりであり、同氏逝去後は、相続人との間で賃借料

の支払いをしております。 

 
2026年 3月期(2025年 4月 1日～2026年 3月 31日)  

種類 氏名 

資本金又は

出資金 

(千 円) 

事業の内容又は

職業 

関連当事者

との関係 
取引の内容 

取引金額 

(千 円) 
科目 

期末残高 

(千 円) 

個人主要株主 大村日出雄相続人 － － 
不動産の 

賃貸借  

賃借料 

の支払 
84,960  － － 

（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等 
賃借料については不動産鑑定士の鑑定に基づいて決定しております。 

（注）２．取引金額に消費税等は含まれておりません。 

 

なお、新たに主要株主又は支配株主等に該当することとなる株主の有無も含めて、今後お知らせ

すべき事項が発生しましたら、直ちにお知らせいたします。 

以 上 


